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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腕装着時に腕幅と同等又はそれよりも大きく形成されている腕被覆部と、
　前記腕被覆部の側面に取り付けられており、文字、図形、記号その他の応援情報を表示
する応援部材の前記応援情報が視認できるように前記応援部材を出し入れ自在に収納する
収納部と、
　前記収納部に取り付けられており、手指に引っ掛ける紐形状に形成されている支持補助
部と、
を備えることを特徴とする応援用アームカバー。
【請求項２】
　応援に関する文字、図形、記号その他の応援情報を表示する応援部材と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の応援用アームカバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、応援用アームカバーに係り、特に、スポーツ観戦時やコンサートの際に応援
グッズとして好適に利用できる応援用アームカバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の応援用アームカバーは、腕に密着する大きさの筒状に形成された腕被覆部と、腕
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被覆部の手首側端部に設けられた手袋部と、応援メッセージなどの文字や図形を表示する
ために腕被覆部の側面に設けられた表示面と、を備える（特許文献１の図４及び図５を参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－７２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の応援用アームカバーにおいては、文字や図形が表示面に印刷され
ていることから、応援対象者に応じて当該文字や図形を変更することが困難であるという
問題があった。
【０００５】
　また、従来の応援用アームカバーにおいて、表示面の最大幅が応援用アームカバーを装
着する腕の幅に限定されてしまうため、応援対象者が応援用アームカバーの装着者に近く
にいなければ、その応援対象者がその表示面に表示された文字や図形を視認することが困
難であるという問題があった。
【０００６】
　また、従来の応援用アームカバーにおいては保温性や腕被覆部の装着位置決めに便利な
手袋部を備えていることから、応援用アームカバーの装着時に拍手音が小さくなってしま
うという困難があった。
【０００７】
　また、従来の応援用アームカバーにおいては、アームカバーの表示面（側面）に文字や
図形が印刷されている程度の単なるアームカバーの延長的構成であったため、応援に最適
な構成になっているとはいえないという問題点があった。
【０００８】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、応援対象者に対して好適な
応援や目立つような応援など種々の応援を行うことができる応援用アームカバーを提供す
ることを本発明の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）前述した目的を達成するため、本発明の応援用アームカバーは、腕装着時に腕幅
と同等又はそれよりも大きく形成されている腕被覆部と、腕被覆部の側面に取り付けられ
ており、文字、図形、記号その他の応援情報を表示する応援部材の応援情報が視認できる
ように応援部材を出し入れ自在に収納する収納部と、を備えることを特徴としている。
【００１０】
　これにより、応援部材を自在に変更することができるので、応援対象者や応援対象内容
に応じて応援を変更することができる。
【００１１】
　（２）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、収納部の幅は、腕幅よりも広いこ
とが好ましい。
【００１２】
　これにより、収納部に収納される応援部材の幅を大きくすることができるので、応援対
象者に対する応援情報の視認性を向上させることができる。
【００１３】
　（３）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、収納部は、腕被覆部の延在方向に
伸びる透明板材と、透明板材の周縁部の一部を保持する保持部と、透明板材と保持部又は
腕被覆部との間において透明板材の周縁部の残部側から応援部材を出し入れ自在にする挿
入口と、を有することが好ましい。
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【００１４】
　これにより、応援部材を収納部に収納しても、応援情報の視認性が妨げられることを防
止することができる。
【００１５】
　（４）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、透明板材は、腕被覆部の延在方向
に伸びる挿入補助窓部を有することが好ましい。
【００１６】
　これにより、応援部材の出し入れを容易にすることができる。
【００１７】
　（５）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、収納部は、腕被覆部の肘側端部側
に設けられており、腕被覆部の手首側端部側に開口するポケット状に形成されていること
が好ましい。
【００１８】
　これにより、応援部材が腕被覆部の延在方向の長さよりも長い形状や、収納部よりも幅
広の形状などの特殊な形状であったとしても、特殊な形状の応援部材の一部を収納部材に
収納することにより、応援部材を応援用アームカバーに取り付けることができる。
【００１９】
　（６）また、本発明の応援用アームカバーは、腕被覆部の手首側端部側に設けられてお
り、肘側端部側に開口するポケット状に形成されている収納補助部と、を備えることが好
ましい。
【００２０】
　これにより、応援部材の手首側端部及び肘側端部側をともに収納することによって、応
援部材を応援用アームカバーに取り付けることができる。
【００２１】
　（７）また、本発明の応援用アームカバーは、腕被覆部の手首側端部側に設けられてお
り、手首側端部側から肘側端部側に向かう弾性舌片状に形成されている収納補助部と、を
備えることが好ましい。
【００２２】
　これにより、応援部材の肘側端部側を収納しつつ、その手首側端部を固定することによ
って、応援部材を応援用アームカバーに取り付けることができる。
【００２３】
　（８）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、収納部は、腕被覆部の反対側に透
明面を有する袋部と、袋部の周縁の少なくとも一部に取り付けられているファスナ部と、
を有することが好ましい。
【００２４】
　これにより、応援部材が収納部から落下したり、濡れたりすることを防止することがで
きる。また、応援部材としてスマートフォンやタブレット端末などの表示画面を有する電
子機器を使用する場合、電子機器の落下等を防止しつつ、電子機器が有する表示画面部を
ペンライトなどの光る応援部材として使用することができる。
【００２５】
　（９）また、本発明の応援用アームカバーは、腕被覆部の手首側端部又は収納部に取り
付けられており、手指に引っ掛けることにより収納部の支持を補助する支持補助部と、を
備えることが好ましい。
【００２６】
　これにより、応援部材が重かったりそのバランスが悪かったりしても、支持補助部によ
って収納部に収納された応援部材が傾いたり落下したりすることを防止することができる
。
【００２７】
　（１０）また、本発明の応援用アームカバーは、支持補助部となる手袋本体部と手袋本
体部の掌側又は／及び甲側において掌又は／及び甲を露出させる拍手用開口部とを有して
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おり、腕被覆部の手首側端部に設けられている手袋部と、を備えることが好ましい。
【００２８】
　これにより、手袋本体部が支持補助部の役割を果たしながら、手袋部を手に装着した状
態で素手の拍手と同程度の拍手音を鳴らすことができる。
【００２９】
　（１１）また、本発明の応援用アームカバーにおいて、腕被覆部は、腕被覆部の延在方
向に伸びる形状保持フレームを有することが好ましい。
【００３０】
　これにより、腕被覆部の形状が定まるため、収納部に収納された応援部材が傾いたり落
下したりすることを防止することができる。
【００３１】
　（１２）また、本発明の応援用アームカバーは、応援に関する文字、図形、記号その他
の応援情報を表示する応援部材と、を備えることが好ましい。
【００３２】
　これにより、変更自在な応援部材を備えるので、応援対象者や応援対象内容に応じて好
適な応援を行うことができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の応援用アームカバーによれば、応援対象者に対して好適な応援や目立つような
応援など種々の応援を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本実施形態の応援用アームカバーを腕の内側から示す正面図である。
【図２】図２は、本実施形態の応援用アームカバーを腕の外側から示す背面図である。
【図３】図３は、本実施形態の腕被覆部が腕幅よりも広い状態を示す正面図である。
【図４】図４は、腕被覆部が腕幅よりも広い状態を示す背面図である。
【図５】図５は、本実施形態の形状保持フレームを腕の外側から示す背面透視図である。
【図６】図６は、本実施形態の収納部に応援部材を収納する状態をＡ～Ｃの順に示す正面
図である。
【図７】図７は、本実施形態の収納部がポケット形状である状態を示す正面図である。
【図８】図８は、本実施形態の収納部及び収納補助部がポケット形状である状態を示す正
面図である。
【図９】図９は、本実施形態の収納部がポケット形状であって収納補助部が弾性舌片であ
る状態を示す正面図である。
【図１０】図１０は、本実施形態の収納部が袋形状である状態を示す正面図である。
【図１１】図１１は、本実施形態の応援用アームカバーが手袋部を備える場合を示す正面
図である。
【図１２】図１２は、本実施形態の応援用アームカバーが手袋部を備える場合を示す背面
図である。
【図１３】図１３は、図１１及び図１２に示す本実施形態の応援用アームカバーの使用例
を示す概念図である。
【図１４】図１４は、本実施形態の応援用アームカバーの手袋部が親指挿通を有する場合
を示す正面図である。
【図１５】図１５は、本実施形態の応援用アームカバーの手袋部が親指挿通を有する場合
を示す背面図である。
【図１６】図１６は、図１４及び図１５に示す本実施形態の応援用アームカバーの使用例
を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の応援用アームカバーをその一実施形態により説明する。
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【００３６】
　［０］図の説明
　図１は、本実施形態の応援用アームカバーを腕の内側から示す正面図である。図２は、
本実施形態の応援用アームカバーを腕の外側から示す背面図である。図３は、本実施形態
の腕被覆部が腕幅よりも広い状態を示す正面図である。図４は、腕被覆部が腕幅よりも広
い状態を示す背面図である。図５は、本実施形態の形状保持フレームを腕の外側から示す
背面透視図である。図６は、本実施形態の収納部に応援部材を収納する状態をＡ～Ｃの順
に示す正面図である。図７は、本実施形態の収納部がポケット形状である状態を示す正面
図である。図８は、本実施形態の収納部及び収納補助部がポケット形状である状態を示す
正面図である。図９は、本実施形態の収納部がポケット形状であって収納補助部が弾性舌
片である状態を示す正面図である。図１０は、本実施形態の収納部が袋形状である状態を
示す正面図である。図１１は、本実施形態の応援用アームカバーが手袋部を備える場合を
示す正面図である。図１２は、本実施形態の応援用アームカバーが手袋部を備える場合を
示す背面図である。図１３は、図１１及び図１２に示す本実施形態の応援用アームカバー
の使用例を示す概念図である。図１４は、本実施形態の応援用アームカバーの手袋部が親
指挿通を有する場合を示す正面図である。図１５は、本実施形態の応援用アームカバーの
手袋部が親指挿通を有する場合を示す背面図である。図１６は、図１４及び図１５に示す
本実施形態の応援用アームカバーの使用例を示す概念図である。
【００３７】
　［１］構成
　本実施形態の応援用アームカバー１は、例えば図１に示すように、腕被覆部１０と、応
援部材２０と、収納部３１と、を備える。また、本実施形態の応援用アームカバー１は、
例えば図８～図１１に示すように、収納補助部３２と、支持補助部４０と、手袋部５０と
、を備えることが好ましい。
【００３８】
　（１）腕被覆部１０
　腕被覆部１０は、応援用アームカバー１の腕装着時において、図１～図２に示すように
装着した腕幅と同等の幅、又は、図３～図４に示すように装着した腕幅よりも大きい幅に
形成されている。
【００３９】
　腕被覆部１０の材質としては、布又は軽量プラスチックなどの軽量素材であることが好
ましい。
【００４０】
　また、収納部３１又は応援部材２０が重かったり、そのバランスが悪かったりする場合
、腕被覆部１０は、図５に示すように、腕被覆部１０の延在方向に伸びる形状保持フレー
ム１１を有することが好ましい。形状保持フレーム１１は腕被覆部１０の内部又は外部の
どちらに取り付けられていてもよい。
【００４１】
　（２）応援部材２０
　応援部材２０は、図１又は図３に示すように、応援に関する文字、図形、記号その他の
応援情報を表示する。応援部材２０としては、図５～図８に示すような矩形状に形成され
たプラカード、図９に示すようなうちわ、図１０に示すようなスマートフォンやタブレッ
ト端末などの表示画面部を有する電子機器、など応援情報を表示することができるもので
あればよい。
【００４２】
　（３）収納部３１
　収納部３１は、腕被覆部１０の側面（例えば腕被覆部１０の掌側側面）に取り付けられ
ている。この収納部３１は、応援部材２０の応援情報が視認できるように、応援部材２０
を出し入れ自在に収納する。
【００４３】
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　ここで、収納部３１の幅は、腕幅よりも広いことが好ましい。
【００４４】
　また、本実施形態の収納部３１の形状としては、例えば以下に示すような、パスケース
タイプ、ポケットタイプ、袋タイプ、などが挙げられる。
【００４５】
　（３－１）パスケースタイプ
　本実施形態の収納部３１がパスケースタイプの場合、収納部３１は、例えば図１、図３
及び図６に示すように、透明板材３１１と、保持部３１２と、挿入口３１３と、挿入補助
窓部３１４と、を有することが好ましい。
【００４６】
　（３－１－１）透明板材３１１
　透明板材３１１は、腕被覆部１０の延在方向に伸びる。透明板材３１１の形状としては
、応援部材２０の形状に合わせた形状であることが好ましい。例えば、応援部材２０が腕
被覆部１０の延在方向に伸びる長方形状である場合、透明板材３１１の形状としては腕被
覆部１０の延在方向に伸びる長方形状であることが好ましい。
【００４７】
　（３－１－２）保持部３１２
　保持部３１２は、透明板材３１１の周縁部の一部を保持する。例えば、応援部材２０が
腕被覆部１０の延在方向に伸びる矩形状である場合、保持部３１２は図１に示すような透
明板材３１１の周縁部の一部として透明板材３１１の左右長辺及び下方短辺を保持する。
また、保持部３１２は、透明板材３１１と腕被覆部１０との間において、透明板材３１１
を被覆することが好ましい。
【００４８】
　（３－１－３）挿入口３１３
　挿入口３１３は、透明板材３１１と保持部３１２との間において、透明板材３１１の周
縁部の残部側から応援部材２０を出し入れ自在にする。また、保持部３１２が透明板材３
１１と腕被覆部１０との間において透明板材３１１を被覆していない場合、挿入口３１３
は、透明板材３１１と腕被覆部１０との間において、透明板材３１１の周縁部の残部側か
ら応援部材２０を出し入れ自在にする。
【００４９】
　（３－１－４）挿入補助窓部３１４
　挿入補助窓部３１４は、腕被覆部１０の延在方向に伸びる。透明板材３１１が腕被覆部
１０の延在方向に伸びる長方形状である場合、挿入補助窓部３１４の形状としては、腕被
覆部１０の延在方向に伸びる角が丸くなった長方形状であることが好ましい。
【００５０】
　（３－２）ポケットタイプ
　本実施形態の収納部３１がポケットタイプの場合、収納部３１は、例えば図７～図９に
示すように、腕被覆部１０の手首側端部１２側に開口するポケット状に形成されているこ
とが好ましい。この収納部３１は、腕被覆部１０の肘側端部１３側に設けられている。
【００５１】
　また、収納部３１がポケットタイプの場合、応援用アームカバー１は、例えば、図８に
示すようなポケット状の収納補助部３２、又は、図９に示すような弾性舌片状の収納補助
部３２を備えることが好ましい。
【００５２】
　（３－２－１）ポケット状の収納補助部３２
　例えば、収納補助部３２は、図８に示すように、肘側端部１３側に開口するポケット状
に形成されている。この収納補助部３２は、腕被覆部１０の手首側端部１２側に設けられ
ている。応援部材２０が図８に示すような長方形状である場合、収納部３１は応援部材２
０の下端側を収納し、収納補助部３２は応援部材２０の上端側を収納する。
【００５３】
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　（３－２－２）弾性舌片状の収納補助部３２
　例えば、収納補助部３２は、図９に示すように、手首側端部１２側から肘側端部１３側
に向かう弾性舌片状に形成されている。この収納補助部３２は、腕被覆部１０の手首側端
部１２側に設けられている。応援部材２０が図９に示すようなうちわのような特殊形状で
ある場合、図７のような収納部３１だけ、及び、図８に示すようなポケット状の収納補助
部３２では応援部材２０の上端を固定することができない。一方、収納補助部３２が弾性
舌片状に形成されている場合、収納部３１が応援部材２０の下端側を収納し、収納補助部
３２は応援部材２０の上端側を固定する。
【００５４】
　（３－３）袋タイプ
　本実施形態の収納部３１が袋タイプの場合、収納部３１は、例えば図１０に示すように
、袋部３３１と、ファスナ部３３２と、を有することが好ましい。
【００５５】
　（３－３－１）袋部３３１
　袋部３３１は、腕被覆部１０の反対側（図１０においては正面側）に透明面を有する。
この袋部３３１は、応援部材２０が濡れないように、防水性を有する材質を用いて形成さ
れていることが好ましい。袋部３３１が防水性を有する場合、応援環境が雨天などの水気
を有する環境であってもスマートフォンやタブレット端末などの水に弱い電子機器を応援
部材２０として使用することができるので、電子機器が有する表示画面部をペンライトな
どの光る応援部材２０として使用することができる。
【００５６】
　（３－３－２）ファスナ部３３２
　ファスナ部３３２は、袋部３３１の周縁の少なくとも一部に取り付けられている。袋部
３３１の形状が長方形状である場合、応援部材２０の出し入れの容易性を考慮すれば、袋
部３３１の長辺側にファスナ部３３２が設けられていることが好ましい。
【００５７】
　ファスナ部３３２としては、スライドファスナやジッパ（登録商標）などと称される線
ファスナや、ベルクロ（登録商標）やマジックテープ（登録商標）などと称される面ファ
スナなどの防塵性や防水性に優れたファスナであることが好ましい。
【００５８】
　（４）支持補助部４０
　支持補助部４０は、図１０に示すように、腕被覆部１０の手首側端部１２又は収納部３
１に取り付けられている。支持補助部４０は、中指などの手指に引っ掛けることにより収
納部３１の支持を補助する。
【００５９】
　支持補助部４０としては、図１０に示すような紐形状であっても良いし、図１１に示す
ような手袋形状であってもよい。
【００６０】
　（５）手袋部５０
　手袋部５０は、図１１～図１３に示すように、腕被覆部１０の手首側端部１２に設けら
れている。この手袋部５０は、手袋本体部５１と、拍手用開口部５２と、を有する。
【００６１】
　（５－１）手袋本体部５１
　手袋本体部５１は、図１１及び図１２に示すように、腕被覆部１０の手首側端部１２か
ら延在している。この手袋本体部５１は、支持補助部４０としても機能する。
【００６２】
　手袋本体部５１の形状としては、図１１に示すような半指タイプであってもよいし、図
示はしないが全指タイプであってもよい。
【００６３】
　（５－２）拍手用開口部５２
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　拍手用開口部５２は、図１１に示すように、手袋本体部５１の掌側において掌を露出さ
せる程度の大きさに開口する。また、拍手用開口部５２は、図１２に示すように、手袋本
体部５１の甲側において甲を露出させる程度の大きさに開口してもよい。
【００６４】
　手袋部５０が拍手用開口部５２を有する場合、図１３に示すように、「ニッポン・チャ
・チャ・チャ」などの応援リズムのような、応援部材２０を用いた視覚型応援（図１３Ａ
）と拍手による音型応援（図１３Ｂ）との両方を行うことができる。
【００６５】
　（５－３）親指挿通部５３
　また、手袋部５０は、図１４～図１６に示すように、手袋本体部５１と、拍手用開口部
５２と、を有するだけでなく、親指挿通部５３と、を有することが好ましい。
【００６６】
　親指挿通部５３は、図１４～図１６に示すように、手袋本体部５１の掌と甲との間の両
方の側面において、それぞれ穴状に構成されている。これは、図１４に示す応援用アーム
カバー１を表面側、図１５に示す応援用アームカバー１を裏面側とした場合、図１６に示
すように、応援用アームカバー１の表面側と裏面側とを応援に応じてひっくり返して使用
することを可能にするためである。
【００６７】
　なお、拍手用開口部５２が手袋本体部５１の掌側及び甲側の両方に設けられている場合
、応援用アームカバー１の表面側と裏面側とをひっくり返して使用しても、拍手音を抑制
することなく拍手による応援を行うことができる。
【００６８】
　［２］効果
　次に、本実施形態の応援用アームカバー１の効果を説明する。
【００６９】
　（１）本実施形態の応援用アームカバー１は、腕装着時に腕幅と同等又はそれよりも大
きく形成されている腕被覆部１０と、腕被覆部１０の側面に取り付けられており、文字、
図形、記号その他の応援情報を表示する応援部材２０の応援情報が視認できるように応援
部材２０を出し入れ自在に収納する収納部３１と、を備えることを特徴としている。
【００７０】
　これにより、応援部材２０を自在に変更することができるので、応援対象者や応援対象
内容に応じて応援を変更することができる。
【００７１】
　（２）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、収納部３１の幅は、腕幅よ
りも広いことが好ましい。
【００７２】
　これにより、収納部３１に収納される応援部材２０の幅を大きくすることができるので
、応援対象者に対する応援情報の視認性を向上させることができる。
【００７３】
　（３）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、収納部３１は、腕被覆部１
０の延在方向に伸びる透明板材３１１と、透明板材３１１の周縁部の一部を保持する保持
部３１２と、透明板材３１１と保持部３１２又は腕被覆部１０との間において透明板材３
１１の周縁部の残部側から応援部材２０を出し入れ自在にする挿入口３１３と、を有する
ことが好ましい。
【００７４】
　これにより、応援部材２０を収納部３１に収納しても、応援情報の視認性が妨げられる
ことを防止することができる。
【００７５】
　（４）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、透明板材３１１は、腕被覆
部１０の延在方向に伸びる挿入補助窓部３１４を有することが好ましい。
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【００７６】
　これにより、応援部材２０の出し入れを容易にすることができる。
【００７７】
　（５）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、収納部３１は、腕被覆部１
０の肘側端部１３側に設けられており、腕被覆部１０の手首側端部１２側に開口するポケ
ット状に形成されていることが好ましい。
【００７８】
　これにより、応援部材２０が腕被覆部１０の延在方向の長さよりも長い形状や、収納部
３１よりも幅広の形状などの特殊な形状であったとしても、特殊な形状の応援部材２０の
一部を収納部３１材に収納することにより、応援部材２０を応援用アームカバー１に取り
付けることができる。
【００７９】
　（６）また、本実施形態の応援用アームカバー１は、腕被覆部１０の手首側端部１２側
に設けられており、肘側端部１３側に開口するポケット状に形成されている収納補助部３
２と、を備えることが好ましい。
【００８０】
　これにより、応援部材２０の手首側端部１２及び肘側端部１３側をともに収納すること
によって、応援部材２０を応援用アームカバー１に取り付けることができる。
【００８１】
　（７）また、本実施形態の応援用アームカバー１は、腕被覆部１０の手首側端部１２側
に設けられており、手首側端部１２側から肘側端部１３側に向かう弾性舌片状に形成され
ている収納補助部３２と、を備えることが好ましい。
【００８２】
　これにより、応援部材２０の肘側端部１３側を収納しつつ、その手首側端部１２を固定
することによって、応援部材２０を応援用アームカバー１に取り付けることができる。
【００８３】
　（８）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、収納部３１は、腕被覆部１
０の反対側に透明面を有する袋部３３１と、袋部３３１の周縁の少なくとも一部に取り付
けられているファスナ部３３２と、を有することが好ましい。
【００８４】
　これにより、応援部材２０が収納部３１から落下したり、濡れたりすることを防止する
ことができる。また、応援部材２０としてスマートフォンやタブレット端末などの表示画
面を有する電子機器を使用する場合、電子機器の落下等を防止しつつ、電子機器が有する
表示画面部をペンライトなどの光る応援部材２０として使用することができる。
【００８５】
　（９）また、本実施形態の応援用アームカバー１は、腕被覆部１０の手首側端部１２又
は収納部３１に取り付けられており、手指に引っ掛けることにより収納部３１の支持を補
助する支持補助部４０と、を備えることが好ましい。
【００８６】
　これにより、応援部材２０が重かったりそのバランスが悪かったりしても、支持補助部
４０によって収納部３１に収納された応援部材２０が傾いたり落下したりすることを防止
することができる。
【００８７】
　（１０）また、本実施形態の応援用アームカバー１は、支持補助部４０となる手袋本体
部５１と手袋本体部５１の掌側又は／及び甲側において掌又は／及び甲を露出させる拍手
用開口部５２とを有しており、腕被覆部１０の手首側端部１２に設けられている手袋部５
０と、を備えることが好ましい。
【００８８】
　これにより、手袋本体部５１が支持補助部４０の役割を果たしながら、手袋部５０を手
に装着した状態で素手の拍手と同程度の拍手音を鳴らすことができる。
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　（１１）また、本実施形態の応援用アームカバー１において、腕被覆部１０は、腕被覆
部１０の延在方向に伸びる形状保持フレーム１１を有することが好ましい。
【００９０】
　これにより、腕被覆部１０の形状が定まるため、収納部３１に収納された応援部材２０
が傾いたり落下したりすることを防止することができる。
【００９１】
　（１２）また、本実施形態の応援用アームカバー１は、応援に関する文字、図形、記号
その他の応援情報を表示する応援部材２０と、を備えることが好ましい。
【００９２】
　これにより、変更自在な応援部材２０を備えるので、応援対象者や応援対象内容に応じ
て好適な応援を行うことができる。
【００９３】
　すなわち、本実施形態の応援用アームカバー１によれば、応援対象者に対して好適な応
援や目立つような応援など種々の応援を行うことができるという効果を奏する。
【００９４】
　なお、本発明は、前述した実施形態などに限定されるものではなく、必要に応じて種々
の変更が可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　応援用アームカバー
　１０　腕被覆部
　１１　形状保持フレーム
　１２　手首側端部
　１３　肘側端部
　２０　応援部材
　３１　収納部
　３２　収納補助部
　４０　支持補助部
　５０　手袋部
　５１　手袋本体部
　５２　拍手用開口部
　５３　親指挿通部
　３１１　透明板材
　３１２　保持部
　３１３　挿入口
　３１４　挿入補助窓部
　３３１　袋部
　３３２　ファスナ部
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